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第１章 前橋市の緑の特徴と課題 

1 前橋らしい緑の特徴と現況 

 

１－１前橋市を特徴づける緑 

（１）自然条件からみた緑 
 

 
 

前橋市の地形は、赤城山と利根川の活動によりつくられた北部の「赤城火山南麓」の斜面、

中央部の「広瀬川低地」、南部の「前橋台地」と榛名山東部の「榛名火山東麓」により形成

されています。 

赤城山頂付近には「自然林（ミズナラ群落・シラカバ純林）」や赤城神社周辺の松並木、

樹齢千年以上のスギ樹林地など貴重な自然が残されています。 

また、赤城山につながる緩傾斜地は、小河川、水田、樹林が数多く点在する優れた農林業

地となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市街地を取囲む広大な田園部から赤城山につながる緑 

赤城山につながる斜面の緑 

赤城神社のたわら杉 

 

赤城神社周辺の松並木 

神沢の森の紅葉 
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■緑の特性図 
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前橋の代表的な河川である利根川・広瀬川、赤城山麓の田畑を潤しながら流れる桃ノ木川・

赤城白川・粕川・荒砥川、歴史的な農業用水である天狗岩用水・五千石用水・大正用水等、

前橋市には豊かな水環境があります。 

その中でも、広瀬川は「水と緑と詩のまち」のシンボルで、かつては生糸など農産物を運

ぶ水運にも利用されてきました。この郷土の詩人たちに愛され、市民の生活と密着した広瀬

川は、「疎水百選※」の一つにも選ばれています。 

その他市内には、粕川上流に位置する不動大滝等の滝、農業用ため池等数多くの水辺があ

ります。 

また、桃ノ木川・赤城白川は、沿川住民により水辺の環境管理（草刈等）が行われ、緑と

一体となった親水性の高い水辺が形成されています。 

さらに利根川沿及び桃ノ木川沿にはサイクリングロードが整備され、市民のレクリエーシ

ョンに利用されています。 

 

 

 

  

「水のまち」を育んできた豊かな水環境 

ため池 

      

     

広瀬川          

桃ノ木川 

桃ノ木川取水口付近 

利根川 広瀬川 
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■水系・河川図 
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（２）歴史的変遷からみた緑 

 
 
 

前橋市には、群馬県下の約１割の古墳があります。古墳は市街地南部、東部、西部にかけ

て分布しており、現在そのいくつかは大室公園など公園内に整備されています。また、総社

神社の社
しゃ

叢
そう

ケヤキ（市指定天然記念物）、城下の守りとして配置された龍海院のサクラなど、

城下町の名残として市内に点在する社寺境内地の緑は、地域固有の風土を形成する貴重な緑

として残されています。同じく、江戸時代の土木遺産として天狗岩用水、五千石用水などが

あります。 

 
 

 

 

 

 

  

古墳の緑・社寺林※・開墾の歴史を伝える農業用水 

天狗岩用水 

大室公園の古墳 赤城神社 

龍海院のサクラ 
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■古墳・社寺等の巨木分布

図 
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明治 38（1905）年本市初の公園である前橋公園が、日露戦役記念を兼ねて設置され、

大正 11（1922）年には利根川河畔の松林に覆われた敷島公園が設置されました。その後、

前橋公園は昭和 17（1942）年、敷島公園は昭和２６（1951）年に都市計画公園として

決定されました。 

また、戦災復興事業の一環として児童公園整備と並行し、前橋駅から県庁をつなぐ「ふる

さとのケヤキ並木」、市内中央部を流れる広瀬川沿いの「広瀬川河畔緑地」など、まちの骨

格となる街路樹の植栽も計画され、殺風景な焼け跡にあざやかな緑が添えられました。なお、

国道 50 号沿いの並木は、昭和６０～６２（1985～1987）年の電線地中化に合わせ、ユ

リノキ、プラタナスからケヤキへ植え替えられました。また、「ふるさとのケヤキ並木」は

「広瀬川河畔緑地」とともに、手づくり郷土
ふるさと

賞
しょう

を受賞しています。 

  

明治時代から始まる公園整備と戦災復興の一環として整備された街路樹 

ふるさとのケヤキ並木※
 

広瀬川河畔緑地 敷島公園 

前橋公園 
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 ■主な公園・街路樹位置図 
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（３）農の緑 

 
 

 

農村部では、古くからの農家に残る屋敷林※、冬に吹きつけるからっ風から家を守る「か

しぐね」が見られます。これらは、自然の特性に配慮し形成された農の緑です。 

また、赤城山麓斜面の大胡、宮城、粕川、富士見地区等に広がる緩傾斜地は、点在する樹

林地や畑、小河川に沿って帯状に分布する水田などが見られる優れた農林業地です。 

 
  

市街地周辺に広がる農の緑 

大胡ぐりーんふらわー牧場 

緩傾斜地の田、樹林 かしぐね※ 

ぐんまフラワーパーク 
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（４）市民活動により守り、育まれる緑 

 

 
 

昭和 29（1954）年、敷島公園に前橋市最初の公園愛護会が「自分達の公園は、自分達

で守る」ことを主旨に結成されました。令和 4（2022）年現在、会数は 385 団体となり、

ほぼ全ての住区基幹公園※で清掃や除草、花壇づくり等の日常的な公園管理活動を行ってい

ます。 

また、みやぎ千本桜の森に約 15 万株の芝桜を市民が植栽する市民活動、赤城白川沿い細

井小学校前の緑地空間を、子供達が水とふれあえる学びの場・遊びの場とするため、行政と

市民とが連携して実施された「水辺の楽校
がっこう

」プロジェクト※、粕川町室沢地区の棚田を活用

した都市住民との交流と棚田の維持・保全などが行われてきました。 

  

長い歴史をもつ市民活動により守り、育まれてきた緑 

「みやぎ千本桜の森」芝桜ひろげたい活動 赤城白川の「水辺の

楽校
がっこう

」 

「前橋市まちを緑にする会」の活動（写真左：記念樹配布、写真右：「花と緑の講習会」） 

みやぎ千本桜の森 芝桜の植栽 赤城白川の「水辺の楽校」 
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■ 緑化行政に関する表彰等の一覧 

受賞年月日 名　　　　　　　　　　称 表　彰　等 受　　賞　　者

昭和58.11.18 第１回潤いのあるまちづくり 自治大臣表彰 前橋市

昭和59.10.18 第４回緑の都市賞 建設大臣賞 前橋市

「水と緑の健康都市、その10年」 　 　

昭和60.05.24 昭和60年度　緑化推進運動功労者表彰 内閣総理大臣表彰 前橋市公園愛護会連合会

昭和60.06.27 群馬県都市計画まちづくり功労者表彰 群馬県知事表彰 前橋市まちを緑にする会

昭和60.11.25  '85国際森林年群馬県環境緑化コンクール 特選 前橋市

市道の緑化部門　「前橋駅南口線」 　

昭和61.07.10 第１回手づくり郷土
ふるさと

賞 建設省 前橋市

「ふれあいの水辺」部門　 　

「広瀬川河畔緑地、緑道」

昭和62.07.14 第２回手づくり郷土
ふるさと

賞 建設省 前橋市

「ふれあいの並木道」部門　 　

「ふるさとのケヤキ並木」

昭和63.06.16 群馬県都市計画まちづくり功労者表彰 群馬県知事表彰 前橋市

昭和63.06.28 昭和63年度　緑化推進運動功労者表彰 内閣総理大臣表彰 前橋市

平成01.03.31 第４回経済同友会　美しい都市づくり賞 建設大臣賞 前橋市

「馬場川遊歩道公園」

平成01.07.28 日本の都市公園100選　「敷島公園」 （社）日本公園緑地協会 群馬県・前橋市

平成02.04.23 第１回「みどりの愛護」功労者表彰 建設大臣賞 前橋市まちを緑にする会

平成03.12.16 第２回緑のデザイン賞 緑化大賞 前橋市

「平成大橋の詰所緑地」

平成04.11.13 第２回花のまちづくりコンクール 建設省都市局長賞 前橋市

平成06.11.30 読売新聞創刊百二十周年記念企画 新･日本街路樹百景 前橋市

平成06.12.01 第18回群馬県環境緑化コンクール 前橋市

市町村部門　「道路の緑化」

「みずき通り」 優秀賞 　

「大友町西通り線」 優良賞 　

平成08.03.22 「水の郷
さと

百選」認定 国土庁 前橋市

平成08.11.21 第６回花のまちづくりコンクール 建設大臣賞 前橋市

平成17.12.08 第２０回手づくり郷土
ふるさと

賞 国土交通省 前橋市

「大賞」部門

「広瀬川河畔緑地、緑道」

平成18.10.27 都市公園法施行50周年記念事業 前橋市

日本の歴史公園100選　「大室公園」
（社）日本公園緑地協会
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１－2 緑の現況 

（１）緑被の現況 

 

 
 

平成 25（2013）年 3 月末現在の都市計画区域２2,731ha の緑被面積は 12,463.8ha、

緑被率は 54.83％となっています。 

種類別にみると、畑の面積が最も多く 5,547.1ha、緑被率は 24.40％となっており、以

下、水田、その他・山林自然地が続きます。 

 

■緑被現況 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用の区域分類図（都市計画図より抜粋） 

 
 

 

都市計画区域全体の緑被面積は 54.83％ 

市街化区域 市街化調整区域 用途地域 白地地域 都市計画区域　計

面積（ha） 緑被率（％） 面積（ha） 緑被率（％） 面積（ha） 緑被率（％） 面積（ha） 緑被率（％） 面積（ha） 緑被率（％）

自然林 2.54 0.05 66.86 0.68 0.00 0.00 69.40 0.31

ｽｷﾞ・ﾋﾉｷの人工林 1.84 0.04 207.14 2.11 4.71 0.86 334.70 4.49 548.39 2.41

ｸﾇｷﾞ･ｺﾅﾗ等の二次林 0.95 0.02 53.86 0.55 4.67 0.86 87.35 1.17 146.83 0.65

ｽｽｷ･ｻｻ等の草地 6.22 0.13 50.13 0.51 0.00 5.33 0.07 61.68 0.27

その他・山林自然地 116.72 2.37 755.94 7.71 39.49 7.23 493.66 6.63 1,405.81 6.18

水田 153.40 3.11 2,372.53 24.20 39.79 7.29 1,201.64 16.13 3,767.36 16.57

畑 280.00 5.68 2,607.66 26.60 104.48 19.14 2,555.00 34.29 5,547.14 24.40

水面 64.89 1.32 265.13 2.70 13.11 2.40 136.23 1.83 479.36 2.11

都市公園植栽地 67.18 1.36 191.46 1.95 0.00 4.47 0.06 263.11 1.16

公共施設植栽地 10.07 0.20 2.67 0.03 0.07 0.01 29.36 0.39 42.17 0.19

民有地植栽地 32.38 0.66 66.73 0.68 0.51 0.09 32.91 0.44 132.53 0.58

合　　　計 736.19 14.93 6,640.11 67.73 206.83 37.88 4,880.65 65.50 12,463.78 54.83

※ ※ ※ ※ ※ 

R4.1.1時点 
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■緑の現況図 
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（２）緑地の現況 

 

 

 

 

①概況 

令和 4 年 1 月 1 日時点の都市計画区域（27,474ha）の緑地面積は 9,435.72ha で、

都市計画区域全体の 34.3％を占めています。 

また、市街地面積（市街化区域※+用途地域, 5,505ha）の緑地面積は 516.95ha で、市

街地面積の 9.39％を占めます。 

 

②都市公園・公共施設緑地・民間施設緑地の整備状況 

施設緑地に位置づけられる、都市公園（都市公園法で規定するもの）、公共施設緑地 (サ

イクリングロード、児童遊園、運動場、学校、公共公益施設、その他)、民間施設緑地の合計

は、都市計画区域全体で 1,026 箇所、面積で 734.31ha となっています。 

住民１人あたりの都市公園等の面積は、都市計画区域で 20.31 ㎡／人となっています。 

 

③地域制緑地の現況 

地域制緑地は、風致地区、農振農用地区域※、河川区域、保安林※、国指定の史跡など法の

指定を受けているものや、緑化協定※など協定により指定されるもの、県・市指定史跡や緑

地条例など条例により指定されるものがあり、これらの合計は都市計画区域全体で

8,947.81ha となっています。 

 
 
 
 

 

 

 
 

①市街地面積に占める緑地（率）は 9.39％ 

②都市計画区域の住民一人あたりの都市公園等※の面積は 20.31㎡ 
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■緑地総括表 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
データは平成 24 年度時点。ただし人口は令和 3 年 9 月 30 日時点、公園の箇所数、面積、都市計画区域面積は令和 4 年 1 月 1 日時点を使用。 

  

箇所数
面積

（ha）
箇所数

面積

（ha）
箇所数

面積

（ha）
箇所数

面積

（ha）
箇所数

面積

（ha）
箇所数

面積

（ha）

街区公園 266 50.18 23 3.69 10 2.23 22 6.99 321 63.09 276 52.41

近隣公園 24 36.70 6 6.71 30 43.41 24 36.70

地区公園 2 6.30 4 17.40 2 11.20 8 34.90 2 6.30

住区基幹公園　計 292 93.18 27 21.09 10 2.23 30 24.90 359 141.40 302 95.41

総合公園 1 7.19 2 62.91 1 15.40 4 85.50 1 7.19

運動公園 1 37.60 3 52.70 1 9.40 5 99.70 1 37.60

都市基幹公園　計 2 44.79 5 115.61 0 0 2 24.80 9 185.20 2 44.79

①基幹公園　計 294 137.97 32 136.70 10 2.23 32 49.70 368 326.60 304 140.20

風致公園 0 0.00 0 0.00

動植物公園 0 0.00 0 0.00

歴史公園 1 0.25 1 0.25 2 0.50 1 0.25

墓園 1 55.30 1 55.30 0 0.00

その他 0 0.00 0 0.00

②特殊公園　計 1 0.25 1 55.30 0 0.00 1 0.25 3 55.80 1 0.25

広場公園 0 0.00 0 0.00

広域公園 0 0.00 0 0.00

緩衝緑地 0 0.00 0 0.00

都市緑地 37 8.57 15 3.70 1 0.26 3 0.98 56 13.51 38 8.83

緑　　　道 2 1.50 2 1.50 2 1.50

都　市　林 0 0.00 0 0.00

国の設置によるもの 0 0.00 0 0.00

③広域公園等　計 39 10.07 15 3.70 1 0.26 3 0.98 58 15.01 40 10.33

■都市公園　計 334 148.29 48 195.70 11 2.49 36 50.93 429 397.41 345 150.78

　公共施設緑地 96 54.84 63 113.27 5 2.02 63 110.27 227 280.40 101 56.86

■都市公園等　計 430 203.13 111 308.97 16 4.51 99 161.20 656 677.81 446 207.64

　民間施設緑地 129 14.26 172 30.48 11 1.25 58 10.51 370 56.50 140 15.51

　※条例による施設緑地 0 0.00 0 0.00

■施設緑地　計 559 217.39 283 339.45 27 5.76 157 171.71 1026 734.31 586 223.15

緑地保全地区 0 0.00 0 0.00

風致地区 2 152.18 3 169.07 5 321.25 2 152.18

農振農用地区域 4,792.20 2,077.88 0 6,870.08 0 0.00

河川区域 101.39 646.33 12.17 146.97 0 906.86 0 113.56

保安林区域 71.00 1.63 239.18 0 311.81 0 1.63

地域森林計画対象民有林 0.81 258.19 10.09 280.21 0 549.30 0 10.90

史跡指定 5 2.65 9 10.83 1 0.02 15 13.50 5 2.65

その他法によるもの　計 5 104.85 9 5,778.55 0 23.89 1 2,744.26 15 8,651.55 5 128.74

　法によるもの　計 7 257.03 12 5,947.62 0 23.89 1 2,744.26 20 8,972.80 7 280.92

　協定によるもの 10 84.89 3 14.51 13 99.40 10 84.89

　条例等によるもの 11 1.82 12 3.8 3 1.96 13 3.00 39 10.58 14 3.78

　小　　　計 28 343.74 27 5,965.93 3 25.85 14 2,747.26 72 9,083 31 369.59

■地域制緑地間の重複 3.14 130.26 0.01 1.56 0 134.97 0 3.15

■地域制緑地　計 340.60 5,835.67 25.84 2,745.70 0 8,947.81 0 366.44

■施設・地域制緑地間の重複 72.59 165.26 0.05 8.50 0 246.40 0 72.64

□緑地合計 485.4 6,009.86 31.55 2,908.91 0 9,435.72 0 516.95

人　　　　口（人）

面　　 　 積（ha）

緑地の割合（％）

都市公園の1人当たり面積（㎡/人） 

都市公園等の1人当たり面積（㎡/人） 

61.5

25.08

39.59

9.8

7.50

10.27

23.9

11.15

35.30

5.8

2.03

3.67

9.4

7.18

9.89

34.3

11.91

20.31

210,014

5,505

333,727

27,47412,1935479,7764,958

45,67012,28778,043197,727

整備量

市街化区域 市街化調整区域 用途地域 白地地域 都市計画区域　計 市街地（市街化+用途）

整備量 整備量 整備量 整備量 整備量
区 域

緑 地 種 別
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■地域制緑地現況図 
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④農地・樹林地の現況 

農地（経営耕地※）面積及び林野面積の推移（平成 21（2009）年の富士見村との合併以

前の面積は旧前橋市、旧富士見村の合計）を見ると、農地については減少傾向にあり、特に

樹園地の減少が目立ちます。 

一方、国有林、民有林の面積はほぼ横ばいとなっています。 
 
 

■農地(経営耕地)面積の推移 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：世界農林業センサス（平成 2年、平成 7年、平成 12年、平成 17年、平成 22年版） 

前橋市統計書 5 農林業（平成 24年版）                            

 

■林野面積の推移 
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（３）緑化の現況 
 

①主な公共施設の緑化現況 

 

 
 

 

公共施設における緑化状況は、浄水場・受水施設の緑化率が 55.1％で最も高く、逆に中

学校の緑化率は 7.7％と最も低くなっています。 

 

■公共施設の緑化状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

緑化（率）の高い浄水場・受水施設※ 

区　　分 箇　所
敷地面積

(㎡)
緑地面積

(㎡)
緑化率
（％）

小学校 52 973,864.7 111,297.1 11.4

中学校 25 718,844.2 55,181.3 7.7

高等学校 15 621,445.5 146,263.8 23.5

幼稚園 5 26,475.4 4,116.3 15.5

盲・聾・養護学校 8 101,332.4 22,466.8 22.2

短期大学 6 432,596.4 152,669.0 35.3

大学 6 561,070.2 167,584.3 29.9

市立保育所 23 89,447.5 11,410.6 12.8

浄水場・受水施設 11 123,633.6 68,177.7 55.1

その他の公共公益施設 142 2,653,224.5 940,298.0 35.4
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②道路の緑化現況 

 

市内の道路は、国道で 907 本、一般県道で 971 本、主要地方道で 2,099 本、市道で

12,008 本、合計 15,985 本の街路樹が沿道に植栽されています。 

樹種別にみると、ハナミズキが 3,351 本で最も多く、次いでイチョウ 2,855 本、サクラ

951 本の順となっています。 

 

■道路緑化現況図 
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③民有地の緑化現況 

 

 

 

緑化協定は、協定地区内における建築物の敷地、構造、用途、形態、意匠、または建築設

備などに関する基準を定め、住宅地として良好な環境を維持、増進することを目的とするも

のです。 

平成 25（2013）年 3 月現在、下川淵住宅団地、下大島団地等の 13 地区、面積 99.40ha、

戸数 2,909 戸の住宅地と協定が締結されています。 

 

■緑化協定締結状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑化協定は 13 地区・99.40ha 

番
号

協定名 事業主体 許可年月日
面積
(ha)

戸数
(戸)

1 芳賀北部団地建築並びに緑化協定 前橋工業団地造成組合 S58.11.30 15.42 537

2 細井住宅地区建築協定 民間 S50.6.11 3.18 95

3 上毛開発天川台第１８次分譲地建築協定 民間 S50.6.11 3.46 125

4 下川淵住宅団地緑化協定 群馬県企業局 S54.12.26 26.00 616

5 下川第二住宅団地緑化協定 群馬県企業局 S57.9.17 4.00 111

6 下大島団地緑化協定 群馬県住宅供給公社 S58.7.27 9.79 269

7 芳賀東部団地建築並びに緑化協定 前橋工業団地造成組合 S61.1.30 7.52 156

8 城南住宅団地緑化協定 前橋工業団地造成組合 S62.2.2 13.22 510

9 上細井団地建築協定 群馬県住宅供給公社 S62.2.2 4.18 115

10 前橋萱野住宅団地建築並びに緑化協定 群馬県企業局 S62.8.26 9.36 263

11 下大島第二団地緑化協定 群馬県住宅供給公社 S63.9.26 1.98 62

12 清里前原住宅団地建築並びに緑化協定 前橋工業団地造成組合 H2.5.24 1.14 44

13 清里前原住宅団地（第２地区）建築並びに緑化協定 前橋工業団地造成組合 H7.12.31 0.15 6

合計 99.40 2,909
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２ 計画改定の背景 

２－１緑を取り巻く社会状況 

 

（１）国の動向 

 

社会の成熟化、市民の価値観の多様化、社会資本の一定程度の整備等の社会状況の変化を

背景として、緑とオープンスペースのポテンシャルを最大限引き出すことを重視する新たな

ステージに移行すべきとして以下の重視すべき観点を提示しました。 

 

●緑のストック効果※の向上 

緑の多面的な機能（景観形成、気象緩和、生物多様性※保全、防災、レクリエーション、体

験・学習・交流、にぎわい等）をまちづくり全体の中で使うこと・活かすことが求められて

います。 

 

これまでの考え方 これからの考え方 

• 整備、面積の拡大を重視 

• 都市公園の中だけでの発想 

• 使うこと活かすことを重視 

• 都市全体、まちづくり全体の視野

での発想 

 

●民との連携促進 

地域住民や市民団体などの民の主体とのパートナーシップ、公園運営への民間事業者参入、

行政と市民をつなぐコーディネーターの育成など、緑とオープンスペースの利活用の活性化

を促進する多様な主体との連携体制構築が求められています。 

これまでの考え方 これからの考え方 

• 行政主体の整備、維持管理 

 

• 市民やＮＰＯ※等の主体的な活

動を支援 

• 民間施設との積極的な連携 
• 官民共創 
• PFI、Park-PFI の活用 

 

●都市公園の柔軟な活用 

都市経営の視点からの公園マネジメント、地域特性やニーズに応じた公園整備、公園特性

に応じた多様な主体による公園運営など、より柔軟に都市公園を使いこなすための計画と運

営が求められています。 

これまでの考え方 これからの考え方 

• 硬直的な都市公園の維持管理の

延長での公園運営 
• 地域との合意に基づく弾力的な

運用 

• まちづくりの一環としてのマネ

ジメント 
• 長寿命化 
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（２）緑に関わる法改正 

 

都市における緑地の保全および緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するととも

に都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境形成することを目的に平

成 29（2017）年 6 月に都市緑地法等の一部改正が行われました。 

 

 都市緑地法 

• 民間による市民緑地の整備を促す制度の創設 

• 緑の担い手として民間主体を指定する制度の拡充 

• 緑化地域※の緑化率最低限度の基準の見直し 

• 緑の基本計画の記載事項を拡充（都市公園の管理の方針、農地を緑地として政策に組

み込み） 

 

 都市公園法 

• 保育所等の社会福祉施設を都市公園の占用許可対象に追加 

• 民間事業者による公園施設の設置許可期間の延伸公共還元型の収益施設の設置管理

制度の創設 

• PFI 事業※により整備する公園の設置管理許可期間の延伸 

 

 生産緑地法、都市計画法、建築基準法 

• 生産緑地地区の一律 500 ㎡の面積要件を市区町村が条例で引き下げ可能に 

• 生産緑地地区内で直売所、農家レストラン※等の設置を可能に 

• 新たな用途地域の類型として田園住居地域を創設（建築規制、農地の開発規制） 
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（３）グリーンインフラ 

 

グリーンインフラとは、国土形成計画（平成 27 年 8 月閣議決定）において、社会資本整

備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能（生物の生息・

生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土

づくりや地域づくりを進めるものです。第四次社会資本整備重点計画（2015 年 9 月閣議

決定）、森林・林業基本計画（2018 年 12 月閣議決定）、国土強靭化基本計画（2018 年

12 月閣議決定）などの様々な文書においてグリーンインフラの推進が位置づけられました。 

 

  
出典：国土交通省 HP 
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（４）デジタル田園都市国家構想 

 

令和４（2022）年６月にデジタル田園都市国家構想基本方針が、同年 12 月にデジタル

田園都市国家構想総合戦略が閣議決定されました。 

地方を中心に、人口減少・少子高齢化、過疎化・東京圏への一極集中、地域産業の空洞化

といった課題に直面しています。 

地方活性化が求められる中で、デジタルの実装を通じ、地域の社会課題の解決と魅力の向

上を図っていくことが重要です。デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、

地方の社会課題の解決、魅力向上のブレイクスルーを実現し、地方活性化を加速させます。 

国は地方の取組を支援し、地方は自主的・主体的に構想の実現に向けた取組を推進し、「全

国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指します。 

 

  

出典：内閣官房 HP 
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（５）国連の持続可能な開発目標 

 

平成 27（2015）年の 9 月、ニューヨーク国連本部で開催された「国連持続可能な開発

サミット」において、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」が採択されました。 

この目的は、国際社会が令和１２（2030）年までに貧困を撲滅し、持続可能な社会を実

現しようとするもので、それに向けて 17 の目標（ゴール）が持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals：SDGs）として設定されました。 

この１７の目標のうち、緑政策に関連するものとしては、「目標 13：気候変動に具体的

な対策を」および「目標 15：陸の豊かさも守ろう」が挙げられています。 

目標 13 では気候変動とその影響に対処するだけでなく、気候関連の危険や自然災害に対

応できるレジリエンス（復元力、強靭さ）を構築するための緊急対策が必要であるとしてい

ます。 

また目標 15 では森林等の自然の生息地の劣化を食い止め、生物多様性の損失に終止符を

打つとしています。 

 

 

 

 

 

 
  

出典：国際連合広報センターHP 
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２－２ 前橋市上位計画や関連計画における緑の位置づけ 

 

 第七次前橋市総合計画 2021 年度改訂版 

• 「水と緑にあふれる豊かな自然環境をはじめとするまちの誇りや可能性を受け継ぎ、

磨き育て、新たな価値を生み出しながら、将来を担う子や孫たちの世代に未来への襷

として繋いでいく」ことをまちづくりの基本理念とし、将来都市像『新しい価値の創

造都市・前橋』の実現を目指しています。 

• 「都市的土地利用と自然的土地利用の適正な配置の組合せによる調和の取れた土地

利用を推進する」ことを土地利用の方針とし、本市の郊外部においては、自然環境の

保全や営農環境と調和した集落形成に努めています。 

• 推進計画では、重点施策として「環境配慮型社会の形成」を位置付け、「地球温暖化

の抑制、環境負荷を低減した循環型社会の実現により、恵み豊かな自然を活かした良

好な生活環境を構築する」ことを目標としています。 

 

 前橋市都市計画マスタープラン 2020 

• 政策テーマ別構想の中では、生態系※の保全、緑化の推進、都市公園や街路樹の適正配

置、親水空間整備、集落のかしぐねや防風林の保全の方針を示しています。 

• 分野別構想の土地利用方針の中で、大規模公園等を利用者のニーズに合わせた憩いの

空間とする方針が示されています。 

• 分野別構想の水と緑の整備・保全の方針の中で「前橋らしい風土を継承する」「緑の

豊かさが感じられるまちをつくる」「水と緑を楽しむ文化を広げる」「公園・緑地等

の整備・保全方針」が示されています。 

 

 前橋市環境基本計画 

• 前橋市環境基本計画では、目指すべき将来の「まち」の姿として、５つの環境像を掲

げています。その一つが「快適環境の創造」であり、水や緑、歴史等の環境資源が有

効に活用され、快適な環境が創出されるまちを目指しています。この実現に向け、水

辺空間の保全・改善や緑地の保全・育成などの施策において「前橋市緑の基本計画」

と連携して推進することとしています。 

 

 前橋市景観計画 

• 景観形成方針として、田園風景の継承、古墳・かしぐねといった多様な景観資源の継

承、河川景観と湖沼景観の保全、プラタナスやケヤキの並木など地域のランドマーク

となる樹木群や大木の保全、前橋の顔としての品格を放つケヤキ通りの再生などをあ

げています。 
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２－３市民の緑に対する意識（市民アンケート調査結果） 

 

 
 

 第17回市民アンケート調査概要 

調 査 期 間 平成 28（2016）年 9 月 1 日～20 日(20 日間) 

調 査 対 象 者 15 歳以上の市民 5,000 人 

調 査 地 域 前橋市全域 

抽 出 方 法 
住民基本台帳から地区別、性別、年齢別人口比率を考慮し無作為

に抽出 

調 査 方 法 郵送による配布、郵送と Web による回収 

調 査 項 目 

・ 前橋市の施策についての満足度と重要度を問う項目（①） 

・ 第六次総合計画の分野別計画に関する６項目（②～⑦） 

・ 総合満足度を問う項目（⑧） 

①前橋市の政策について 

②暮らしの基盤・安心安全について 

③環境との共生について 

④健康・福祉について 

⑤産業活力について 

⑥教育分野について 

⑦協働・行政経営について 

⑧暮らしやすさについて 

回 収 数 2,905 人 

回 収 率 58.1％ 
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 アンケート結果概要（緑に関する項目） 

 

• 緑に関する満足度は高く、重要性も認識している 

「緑が多く、自然環境に恵まれており、やすらぎがある」という項目に対する満足度は「感

じる」「やや感じる」と答えた人は 82.0％、また重要度は「重要」「やや重要」をあわせ

ると 88.9％となっており、多くの市民は緑に満足しているとともに、重要性を感じていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 街路樹など景観に配慮した緑を実感している 

道路の整備状況について、「街路樹などにより景観に配慮されている」という項目に対し

て、「そう思う」「ややそう思う」と答えたのは 64.6％と高い結果となっています。 
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• 自然環境を大切にしているまちと感じている 

自分のまちの良いところとして、「田園や河川、山林などの自然環境を大切にしている」

と回答した人が最も多く 52.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 前橋市の緑の特徴と課題 

35 

• 地球温暖化※への関心が高い 

「地球温暖化防止や節電」に関心があると答えた人が 58.6％と最も多くなっています。

また「乱開発による森林や動植物の減少」は 16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

８ 

９ 

10 
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• 道路脇の雑草・樹木の管理、他世代が利用できる公園、緑が多く安らぎのある生活が送れる

まちづくりが望まれている。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 今後の前橋市のまちづくりについての提案・意見等（自由記述方式） 

（※緑に関するものを抜粋） 

• 道路脇の雑草の除草、樹木の剪定をしてほしい 

• 公園が少ないので子どもから高齢者までが利用できるような公園を作って

ほしい 

• 緑が多く、空気も水もきれいで、安らぎのある生活が送れるようなまちづく

りをしてほしい 
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３ 前計画の評価と計画改定の視点 

 

前行計画についての「評価」と「水と緑のまちをつくる審議会の意見」、「社会動向から

見た留意点」を踏まえ、改定の視点を抽出しました。 

 

基本方針１ 水と緑の風土づくり 

施策 評価 審議委員からの指摘 社会動向から見た留意点 

（１）前橋固有の

歴史と風土を

形成する水と

緑の保全・活

用 

• 歴史ある緑の把握は進ん

でいるが、景観維持、環境

保全、観光振興の側面か

らの適正な管理・更新や

活 用 を 進 め る こ と が 必

要。 

• 顔づくり、郷土景観

など類似の施策の

再整理が必要。 

• 前橋駅北口は、水と

緑のまち、県都の駅

前として風格ある

景観づくりが期待

されている。 

【公園緑地のストック効果向上】 

• 都市のシンボルや風格の形

成 

• 歴史的な景観の伝承 

【民との連携促進】 

• 民有緑地の管理支援 

【自然気象・災害への強靭さ】 

• 森林の防災機能の保全 

【生物多様性の保全】 

• エコロジカルネットワーク ※

形成 

（２）郷土景観の

骨格を成す水

と緑の保全・

活用 

• 樹林地は保安林で守られ

ているが、今後どのよう

な樹林地として維持する

のか整理が必要。 

• 特別緑地保全地区等の地

区指定は緊急度・重要度

の精査を行い実施の是非

を判断することが必要。 

（３）都市の変遷

を伝える水と

緑の保全・活

用 

• 前橋の顔づくりに資する

水と緑の整備は重要であ

り、街路樹の更新等も含

め施策を継続する必要が

ある。 

 

改定の視点 

都市の価値を高める 

• 前橋らしい都市の美観、風致を維持するため、品格を放つケヤキ通りや街路樹の適正な更新、広瀬川沿

いの環境整備などにより、前橋の顔をつくります。 

地域特性の継承 

• 社寺林やかしぐね、多様な河川・湖沼の景観など、前橋の郷土の景観をつくる水と緑を守ります。 
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基本方針２ 水と緑の環境基盤づくり 

施策 評価 審議委員からの指摘 社会動向から見た留意点 

（１）市街地の環

境を守る水と

緑の保全・活

用 

• 市街地のあるまとまり

ある緑地や水辺は、景観

維持、環境保全の側面か

ら、保全と適正な管理を

促進することが必要。 

• 風致地区等の地区指定

は緊急度・重要度の精査

を行い実施の是非を判

断することが必要。 

• 生物多様性保全の

社会動向を踏まえ

た計画改定が必要。 

• 産業振興として農

地保全だけでなく、

農業施設に関する

取り組みを入れら

れないか。 

• 農業の活用に関す

る施策も入れるべ

き。 

• 田園部では緑地を

ゾーニングして管

理しないと生き物

とのすみ分けがで

きない。 

【公園緑地のストック効果向上】 

• 緑による良好な風致の保全 

• 森林や農地の多面的な活用

（観光、教育） 

【民との連携促進】 

• 民有緑地の管理支援 

【自然気象・災害への強靭さ】 

• ヒートアイランド現象※を緩

和する緑の保全や緑化 

• 森林の防災機能の保全 

【生物多様性の保全】 

• エコロジカルネットワーク

形成 

（２）市街地をとり

まく広大な農

地の保全・活

用 

• 近年は農地転用の増加

や宅地開発、工業団地造

成などにより農地が減

少しているが、今後も景

観、環境、観光、教育な

どで重要な緑であるた

め､農政部局と連携し保

全・活用を進めることが

必要。 

（３）赤城山麓の

多様な水と緑

の保全・再生・

活用 

• 樹林地は保安林で守ら

れているが、今後どのよ

うな樹林地として維持

するのか整理が必要。 

• 生態系ネットワーク ※

は、部分的なビオトープ※

整備は進んでいるが、野

生鳥獣害対策も考慮し

ながら広域的な自然環

境のつながりを守って

いくことが必要。 

 

改定の視点 

都市の価値を高める 

• 市街地のまとまりある緑や周辺にひろがる農地は、都市の環境保全や景観形成やレクリエーション、教

育など、市民の豊かな暮らしに役立つ資産として保全・活用を進めます。 

地域特性の継承 

• 前橋市の豊かな地域文化の形成、レクリエーションの場、生き物とのふれあい等、市民に恩恵を提供し

てきた生物多様性を守ります。 

民との連携強化 

• 民有地の緑を前橋の資産として、官民連携で守り育みます。 
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基本方針３ 水と緑の生活空間づくり 

施策 評価 審議委員からの指摘 社会動向から見た留意点 

（１）身近な水と緑

のふれあいの

場の整備 

• 公園整備は着実に進んで

きたが、今後は現在の公園

利用ニーズに応じた現状

施設の更新や機能再編に

重点を置いて取り組むこ

とが必要。 

• 市民緑地の整備など民の

資源を活かしたオープン

スペースの確保の検討が

必要。 

• 公園は維持管理だ

けでなく、活用面か

ら運営の魅力を高

める。 

• 民間事業者が収益

を上げて質の高い

管理ができる公園

の導入。 

• 市街地の緑のネッ

トワーク形成が必

要。 

• 増やすだけでなく

維持管理・更新が重

要。 

• 散歩や自転車など

健康まちづくりが

必要。 

• 自然気象・災害への

対応は重要。 

【公園緑地のストック効果向上】 

• 新たな公園利用ニーズにあ

った公園機能の更新 

 

【民との連携促進】 

• 民との協働による緑創出・

管理 

 

【都市公園の柔軟な活用】 

• 多様な主体による公園運営 

• 市民緑地の整備 

 

【自然気象・災害への強靭さ】 

• ヒートアイランド現象を緩

和する緑化 

• 災害時の一時避難場所、避

難路の安全性確保 

 

【生物多様性の保全】 

• 街中のエコアップ 

（２）緑の拠点の

形成 

• 今後、一般財源だけで拠点

公園を整備することは困

難であるため、Park-PFI※

など新たな制度を活用し

た公園整備も必要。 

（３）水と緑と花の

ある市街地の

形成 

• 新たな緑化重点地区※に

ついての計画はないが、今

後も関連部局と連携して

必要に応じ検討する。 

• 緑の適正な管理（保全・更

新）により緑の質の維持・

向上を図っていくことが

必要。 

（４）水と緑の散歩

道ネットワーク

の形成 

• 景観まちづくりや観光ま

ちづくりと連携し、市内に

点在する緑の資源を活か

す魅力あるスポット整備

とネットワーク化が必要。 

（５）公園・道路の

緑による安全

なまちの形成 

• 災害に強いまちづくりと

して、今後も公園の施設更

新とあわせ、継続的に防災

機能を高めていくことが

必要。 
（６）震災等の教

えに学ぶ防災

ネットワークの

形成 

 

改定の視点 
都市の価値を高める 

• 今ある緑を適正に管理（保全・更新）し、質の高い緑を維持します。 

• 緑をレクリエーション、健康づくり、子育て、防災、にぎわいづくりなど多様なまちづくりに活かしま
す。 

都市公園の活用 

• 公園ごとの特性や地域のニーズに合わせて公園を再整備します。 

• 拠点的な公園は Park-PFI などの手法を通じて民間活力を発揮しやすい状況を整えて、まちのにぎわい
づくりに活かします。 

民との連携強化 

• 民有地の緑化推進、民有地のオープンスペースとしての利用など、緑の保全・創出・更新にあたり官民
連携を促進します。 
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基本方針４ 水と緑のしくみづくり  

施策 評価 審議委員からの指摘 社会動向から見た留意点 

（１）協働による水

と緑のまちづく

りの推進 

• 今後も公園愛護会活動を

推進するが、都市緑地法

「緑の担い手として民間

主体を指定する制度」の活

用など新たな担い手育成

が必要。 

• オープンガーデン※

コンテストなど、緑

化意欲を増すしか

けが必要。 

• 子どもの教育が重

要である。 

• 産官学民連携の視

点があると良い。 

【民との連携促進】 

• 多様な主体による緑のまち

づくりと管理運営 

• 緑の情報の共有 

• 緑のサポーターの育成 

• 都市緑地法の新たな緑の担

い手制度の活用 

（２）水と緑を育む

意識の向上 

• 啓発活動は各種実施して

おり、市民に「水と緑のま

ち」という認識が浸透して

いるが、今後も引き続き啓

発活動は必要。特に子ども

や緑に関心の低い市民に

緑の価値を伝える活動が

重要。 

（３）水と緑の活動

を支える人材

の育成 

• 官民連携で緑のまちづく

りを推進するため引き続

き人材育成が必要だが、

「みどりのインストラク

ター※」については、群馬

県が行っている「緑のイン

タープリター※」との関連

を整理が必要。 

（４）水と緑のまち

づくりを支える

制度の拡充 

• 緑化マニュアルの整備な

どは必要だが条例や基金

などの制度創出は困難。 

• 産官学民連携など、前橋市

の人材・組織を活かした官

民連携体制構築が重要。 

 

改定の視点 

民との連携強化 

• ボランティアだけでなく、市民団体との協働、事業者のＣＳＲ活動※、大学との連携など、産官学民で緑

のまちづくりを推進します。 

緑の価値の共有 

• 子どもや緑に関心の低い市民に緑の価値を伝えます。 

• さまざまな機会を通じて日常生活における緑との関わりを深めます。 

  


